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8月29日（金）、町内全域の農地を対象に、農作物生育状況調査及び農地パトロールを実施しました

法人報告書の提出をお忘れなく！

※提出期限までに報告書が提出されない場合、農地所
有適格法人としての資格を確認できず、農地の所有
や貸借ができなくなる場合があります。また、30万
円以下の過料に処される場合があります。

※音更町ホームページに、報告書の様式を掲載してい
ます。ダウンロード及び印刷してご利用ください。

農地所有適格法人は、年１回、事業状
況を記した「農地所有適格法人報告書」
の提出が農地法第６条第１項の規定に
より義務付けられています。

【　紙　面　案　内　】
●法人報告書の提出をお忘れなく！………… P1
●令和７年度農作物生育調査及び…………… P2
　農地パトロールの結果について
●新しい農業委員を紹介します……………… P2
●農業者年金加入のススメ…………………… P3
●相続時精算課税制度について……………… P4
●農地の売買代金の支払時期に……………… P4
　ご注意を
●ストップ！ヤミ耕作………………………… P4
●農地に関する申請手続きは………………… P4
　毎月３日まで

音更町農業委員会事務局提 出 先

毎事業年度の終了後３か月以内提出期限
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令
和
７
年
９
月
11
日
付
け
で
、

新
し
い
農
業
委
員
が
２
名
就
任
し

ま
し
た
。

　

令
和
５
年
よ
り
約
２
年
間
農
業

委
員
と
し
て
ご
活
躍
い
た
だ
き
ま

し
た
菅
原
博
氏
、
ま
た
、
令
和
４

年
よ
り
約
３
年
間
農
業
委
員
と
し

て
ご
活
躍
い
た
だ
き
ま
し
た
前
田

和
宏
氏
に
代
わ
り
、
新
た
に
本
田

英
樹
氏
、
江
崎
泰
嘉
氏
が
就
任
し

ま
し
た
。
所
属
は
両
名
と
も
農
政

部
会
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
任
期
は
両
名
と
も
令
和

８
年
７
⺼
19
日
ま
で
で
す
。

（
表
記
の
年
齢
は
令
和
７
年
９
月

末
日
現
在
で
す
。）
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新
し
い
農
業
委
員
を
紹
介
し
ま
す

８
月
29
日
に
町
内
11
か
所
で
農
作
物
生
育
状
況
調
査
及
び
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

農
作
物
生
育
状
況
調
査
は
、
馬

鈴
し
ょ
、
て
ん
菜
、
豆
類
（
大

豆
、
小
豆
及
び
金
時
）
、
野
菜
類

（
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
人
参
）
の
生

育
状
況
を
農
業
委
員
の
圃
場
に
お

い
て
目
視
に
て
確
認
す
る
方
法
で

実
施
し
ま
し
た
。

　

生
育
状
況
調
査
の
結
果
と
し
て

は
、
７
月
24
日
に
駒
場
で
38
・
２

℃
と
観
測
史
上
１
位
の
気
温
を
記

録
し
た
こ
と
を
筆
頭
に
６
月
か
ら

を
訪
問
し
、
営
農
状
況
を
確
認
し

ま
し
た
。

　

利
用
状
況
に
懸
念
の
あ
る
農
地

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
対
応
を
検

討
し
ま
し
た
。

　

農
地
は
限
り
あ
る
資
源
で
す
。

農
業
委
員
会
は
、
今
後
も
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
等
を
通
じ
て
農
地
の
利

用
状
況
を
確
認
し
、
優
良
農
地
の

確
保
と
適
正
な
利
用
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

高
温
が
長
期
間
続
い
た
こ
と
に
加

え
て
、
少
雨
に
よ
る
干
ば
つ
の
影

響
を
受
け
て
お
り
、
地
域
差
や
圃

場
差
は
あ
る
も
の
の
、
調
査
日
時

点
で
は
総
じ
て
「
平
年
並
み
」
か

ら
「
や
や
不
良
」
と
見
込
ま
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
で
は

町
内
を
巡
回
し
、
適
正
な
利
用
が

な
さ
れ
て
い
な
い
農
地
等
が
な
い

か
確
認
し
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、

新
た
に
就
農
し
た
農
業
者
の
圃
場 委員による圃場の説明を受けました

生育状況（大豆）を調査しました

新規就農者の営農状況を確認しました

令
和
７
年
度 

農
作
物
生
育
状
況
調
査
及
び

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
に
つ
い
て
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農
業
者
年
金
は
、
年
間
60
日
以

上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
60
歳
未

満
（
国
民
年
金
任
意
加
入
者
の
場

合
は
65
歳
未
満
）
の
国
民
年
金
第

一
号
被
保
険
者
で
あ
れ
ば
、
ど
な

た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
積
立
方
式
を
採
用
し
て

い
て
、
自
身
で
積
立
て
た
保
険
料

が
将
来
受
給
す
る
年
金
の
原
資
と

な
り
ま
す
の
で
、
少
子
高
齢
化
の

時
代
で
も
と
て
も
安
定
し
た
制
度

と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
農

業
者
年
金
基
金
が
保
険
料
を
運
用

し
、
得
ら
れ
た
収
益
も
将
来
受
給

す
る
年
金
の
原
資
に
な
り
ま
す
。

　

毎
月
の
保
険
料
は
通
常
加
入
の

場
合
、
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円

ま
で
の
範
囲
で
千
円
単
位
に
て
任

意
に
設
定
で
き
ま
す
。
ま
た
、
月

単
位
で
保
険
料
を
変
更
で
き
ま
す

の
で
、
自
身
の
収
入
状
況
に
あ
わ

せ
て
無
理
な
く
保
険
料
を
払
込
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
農
業
者
年
金
の
他
に
資

産
形
成
に
向
け
た
国
の
制
度
と
し

て
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
イ
デ
コ
、
個
人

所
得
税
と
住
民
税
の
大
き
な
節
税

効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
資
産
の
運
用
方
法
に
つ

い
て
で
す
。
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
と
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
は
自
身
で
運
用
先
を
選
べ
ま

す
が
、
元
本
割
れ
し
た
時
の
補
て

ん
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方

で
、
農
業
者
年
金
は
自
身
で
は
運

用
先
を
選
べ
ず
、
農
業
者
年
金
基

金
が
安
全
性
と
一
定
の
利
回
り
の

確
保
を
目
指
し
た
運
用
を
行
っ
て

い
ま
す
。
制
度
開
始
後
23
年
間
の

利
回
り
の
平
均
は
、
年
率
２
・

89
％
と
プ
ラ
ス
運
用
に
な
っ
て
い

ま
す
。
万
が
一
、
元
本
割
れ
と

な
っ
て
も
年
金
裁
定
時
に
は
そ
れ

を
補
て
ん
す
る
制
度
が
あ
り
、
損

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
他
の
制
度
と
比

較
し
て
、
農
業
者
年
金
は
農
業
者

の
皆
様
が
資
産
形
成
を
す
る
の
に

と
て
も
メ
リ
ッ
ト
の
多
い
制
度
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
加
入
を

ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
農
業
者
年
金
と
ｉ
Ｄ
ｅ

Ｃ
ｏ
は
重
複
し
て
加
入
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

加
入
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、

最
寄
り
の
Ｊ
Ａ
窓
口
に
て
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

型
確
定
拠
出
年
金
）
や
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

（
ニ
ー
サ
、
少
額
投
資
非
課
税
制

度
）
が
あ
り
ま
す
。
下
図
は
、
農

業
者
年
金
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
及
び
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
の
各
制
度
の
特
徴
を
整
理

し
た
も
の
で
す
。
な
お
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
は
年
金
で
は
な
く
投
資
の
制
度

で
す
。

　

ま
ず
、
年
金
の
受
給
期
間
に
つ

い
て
で
す
。
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
一
時

金
、
５
～
20
年
の
有
期
年
金
ま
た

は
そ
の
両
方
か
ら
選
択
し
て
受
取

り
ま
す
。
一
方
、
農
業
者
年
金
は

終
身
年
金
で
あ
り
、
国
民
年
金
と

と
も
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
受
給
で

き
ま
す
。

　

次
に
、
払
込
み
時
の
税
制
上
の

優
遇
措
置
に
つ
い
て
で
す
。
ｉ
Ｄ

ｅ
Ｃ
ｏ
は
本
人
の
掛
金
分
の
み
が

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に

は
控
除
の
措
置
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
、
農
業
者
年
金
は
同

一
生
計
の
家
族
分
を
含
む
支
払
っ

た
保
険
料
の
全
額
が
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

農
業
者
年
金
加
入
の
ス
ス
メ
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広
報
委
員
長

久　

保　

靖　

彦

　　
　

広
報
担
当（
農
政
部
会
）

貞　

廣　
　
　

渉

香　

川　

雅　

彦

本　

田　
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樹

林　
　
　

雅　

浩

田　
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剛

鈴　

木　
　
　

賢

辻　
　
　

和　

義

江　

崎　

泰　

嘉

て
い
ま
す
。
農
地
の
売
買
や
貸
借
、

転
用
、
現
況
証
明
等
を
申
請
す
る

場
合
は
、
毎
月
３
日
（
休
日
の
場

合
は
翌
開
庁
日
）
ま
で
に
申
請
書

を
農
業
委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

そ
れ
は
貸
し
手
と
借
り
手
の
承

諾
の
み
で
契
約
し
て
い
る
、
い
わ

ゆ
る
「
ヤ
ミ
耕
作
」
の
状
態
で
す
。

ヤ
ミ
耕
作
で
は
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
た
と
き
に
法
的
な
保
護
を
受

け
ら
れ
な
い
な
ど
、
救
済
の
手
立

て
が
確
保
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
耕
作
し
て
い
る
農
地
に

正
し
い
権
利
設
定
が
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
各
種
補
助
金
の
対
象

外
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
ヤ
ミ
耕
作
を
し
て
い
る

人
、
こ
れ
か
ら
農
地
の
契
約
を
結

ぼ
う
と
し
て
い
る
人
は
、
農
業
委

員
会
事
務
局
へ
ご
相
談
い
た
だ
き
、

適
切
な
手
続
き
を
す
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　

契
約
当
時
の
書
類
が
見
つ
か
ら

ず
、
農
業
委
員
会
の
許
可
を
得
て

い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
場
合

も
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

農
業
委
員
会
で
は
毎
月
１
回
、

原
則
25
日
前
後
に
総
会
を
開
催
し

す
る
か
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
知
り
た
い
場
合
は
農
業

委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

農
地
法
や
農
地
移
動
適
正
化

あ
っ
せ
ん
事
業
に
よ
ら
ず
、
長
期

間
の
農
地
の
貸
借
を
行
っ
て
い
ま

せ
ん
か
。

を
贈
与
す
る
際
に
は
農
地
法
第
三

条
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
一
度
こ
の
制
度
の
利
用

を
選
択
し
た
場
合
、
暦
年
課
税
制

度
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

贈
与
す
る
財
産
価
額
や
相
続
人

の
人
数
等
に
よ
り
相
続
時
精
算
課

税
制
度
が
有
利
か
、
暦
年
課
税
制

度
が
有
利
か
は
異
な
り
ま
す
の
で
、

選
択
す
る
際
は
税
務
署
や
税
理
士

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ま
で
、
あ
っ
せ
ん
に
よ
り

農
地
を
売
買
す
る
際
、
売
買
代
金

の
支
払
期
限
を
翌
年
11
月
末
日
ま

で
と
設
定
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り

ま
し
た
が
、
農
地
バ
ン
ク
を
経
由

す
る
売
買
の
場
合
、
売
買
代
金
の

支
払
い
は
原
則
と
し
て
、
契
約
し

た
年
度
内
に
完
了
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

農
地
売
買
の
た
め
に
資
金
の
借

入
を
す
る
と
き
は
、
支
払
い
が
契

約
年
度
の
３
月
末
日
ま
で
に
完
了

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
と
は
、

財
産
を
贈
与
す
る
と
き
に
か
か
る

贈
与
税
を
一
定
額
ま
で
か
か
ら
な

い
よ
う
に
し
て
、
相
続
す
る
と
き

に
相
続
税
で
ま
と
め
て
精
算
す
る

制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、
贈

与
し
た
額
が
年
間
１
１
０
万
円
の

基
礎
控
除
を
超
え
た
と
き
、
超
え

た
分
の
合
計
が
２
５
０
０
万
円
に

な
る
ま
で
贈
与
税
が
か
か
ら
ず

（
超
え
た
額
に
は
一
律
20
％
課

税
）、
贈
与
し
た
人
が
亡
く
な
っ

た
と
き
に
、
相
続
財
産
と
し
て
相

続
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
で
き
る
人
は
、

贈
与
し
た
年
の
１
月
１
日
時
点
に

お
い
て
、
贈
与
す
る
人
は
60
歳
以

上
の
父
母
ま
た
は
祖
父
母
、
贈
与

を
受
け
る
人
は
18
歳
以
上
の
直
系

卑
属
（
子
や
孫
、
養
子
を
含
む
）

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
農
地
を
贈
与
す
る

と
き
に
利
用
で
き
ま
す
が
、
農
地

農
地
に
関
す
る
申
請
手

続
き
は
毎
月
３
日
ま
で

過
去
の
農
業
委
員
会
だ
よ
り
は

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
い
つ
で
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
！

相
続
時
精
算
課
税
制
度

に
つ
い
て

農
地
の
売
買
代
金
の

支
払
時
期
に
ご
注
意
を

ス
ト
ッ
プ
！
ヤ
ミ
耕
作
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